
これまでの議論を振りかえる（ ひとりの参加者として）

荻野徹

〇はじめに

・ 検討チームにおける議論を始めるに当たり、「 継続的な」安全性向上のためには、規制の仕組みの中

に変化の契機を内在させることが重要だと考えていた。バックフィットは制度化されたが、この制

度を動かすためにも、いかに変化が起こりやすくするかが重要で、そのため、規制の在り方として

事業者のインセンティブを踏まえた中間的領域の可能性を探るべきだと考えていた

・ 検討チームにおける議論では、継続的安全性向上とは、「 かけ」 を見出し対応するプロセスである

が、そもそも事業者には「 かけ」 を見出すインセンティブがあるか、中間的領域が機能するには事

業者に対する信頼が前提であるが、そもそも事業者は信頼できるのかなど、事業者の有り様ついて

の「 そもそも論」 が展開された。

・ 思うに、規制機関にとって事業者の有り様は所与の条件でもある。規制機関が事業者を相手に規制

として行っている（ つもりの）行為は、「 そもそも」いかなる現象であるか、という考察へ導かれた。

〇統制のモード論をめぐって

・ 他者の行動を変容させようとする試み一般を「 統制」 と呼べば、統制には種々 のモードがあり、政

府（ 規制機関） による規制は、規制の対象（ 原子力事業者） が、事後的な規制による不利益（ 基準

に適合していないと原発の運転ができなく なる） を「 予期」 し、これを回避すべく功利主義的（ 打

算的） に行動する（ 常に基準に適合しようとする） というかたちで、事後規制が事前規制の状態に

「 転化」 するメカニズムに期待するものである。

・ そうすると、規制のパフォーマンス（ 良し悪し）は、他者（ 事業者）の行動が果たして、どの程度、

どのように「 変容」 したかによってモニタリングされるべきことになる。このモニタリングは、事

業者のパフォーマンス（ 規制の遵守状況等） のモニタリングとは区別される。

→規制のパフォーマンスのモニタリングのツールは何か。FSARの一つの機能かとして考えられ
るだろうか。

・「 転化」 のもたらす要因である事業者の「 予期」は、功利主義的（ 打算的） なもので、事業者が信頼

に足りるかどうか、事業者がどのような行動原理（ 倫理） によって動いているかとは、直接の関係

はないと考えられる。市場の倫理／統治の倫理のいずれとも、（ また、いわゆる性善説／性悪説のい

ずれとも） 両立しうるであろう。

・ただし、いずれにせよ、規制の手段が刑罰や典型的な警察規制（ 必要最小限規制）であれば、「 転化」

の結果も、チェックリストをクリアすればよいというお墨付き主義に留まる可能性がある。

・ 性能規定化しても事業者は仕様規定への先祖返りを求めるのではないか。事業者が市場の倫理に服

していないかぎり、性能規定化による事業者の行動変容（ 創意工夫など） は実現しないのではない

か。

→ ①【 参照 】 西崎「 事例研究（ デジタル安全保護系回路の共通要因故障対策）」（ 第７回資料） に

おける「 規制の影」 論
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〇市場の倫理／統治の倫理をめぐって

・保障行政論においても、「 規整された自主規整」（ 規制の間引きの仕組み）が機能する大前提として、

規制側（ ひいては社会） と事業者の「 信頼」 が要求されていた。

・ 事業者が信頼されるか否かは、事業者の行動原理、そのよって立つ「 倫理」 に依存する。

・ 人々 の行動原理について、合意による取引と公正な競争を柱とする「 市場の倫理」 と、目的志向で

規律を重視し強制の契機を含む「 統治の倫理」 とに二分する見方がある。

・ 事業者の自主性を信頼し、規制の間引きを許容するためには、「 市場の倫理」が機能すること、すな

わち、安全性の維持・ 向上に関し、競争による淘汰があり、倫理に違背する企業がいずれ排除され

るということが必要。

・ 現実の原子力事業者は、地域独占であり、その他沿革的理由もあって、「 市場の倫理」によって動く

存在とは考えがたい。

・ バックフィットによるものもふくめ、安全上必要な規制は、すべて確実に履行されるべきである。

そこに「 取引」 が介在する余地はなく 、統治の倫理が貫徹されるべきである。

・ 当初、事業者のインセンティブに働きかける中間領域的アプローチについて議論したが、これが、

事業者の自主性への信頼を前提とするものであれば、現状はその前提を欠いていることになる。

（「 まぜるな！危険！」）

・ 他方、中間領域的アプローチが、事業者の自主の領域をそのまま放置せず、規制の網を事業者自主

の領域に「 広げていく 」手法であるとすれば、「 統治の倫理」の住人たる事業者についても、活用の

余地があるのではないか。（ 混ぜるのではなく 「 足す」 アプローチ）

→ 【 参照② 】 谷川「 原子力規制の在り方についての問題意識」（ 第７回資料） における「 中間領
域」 論

〇「 法的仕組み」 をめぐって

・事業者の自主的取組に関し提示されたいくつかのアイディアについて、規制の強弱で見れば、「 検査

の対象化」 が最も強く 、「 規制の免除」 が最も弱く 、「 手続の一部適用除外」 がその中間にあるとい

える。「 手続の一部除外」 は、「 届出＋是正命令」 という形で、近年の警察規制で多用される傾向に

ある。

・ 他方、「 コミットメントに基づく自主的取組の監督」は、規制の強度は「 中間的」 で、理想の規制に

も見えるが、制度の仕組み方により、規制の強弱は変化する。ただし、規制機関と事業者の間の高

度の信頼関係が必要となる。なお、バックフィットとの論理的な関係があるわけではない。

→ 【 参照③ 】 谷川「 継続的な安全性向上に資する法的な「 仕組み」のアイディア」（ 第９回資料）
及び当日の説明

・ 規制機関と被規制者とのコミュニケーション文書の整備・ 体系化は、事業者の過少の／過剰な対応

を回避し、規制機関の意図が正しく理解されるうえで重要である。

・ 規制に関する文書類の充実やその体系化（ 検索しやすさの向上） は、審査官のガイド依存のような

弊害をもたらす危険もあるが、他方、裁判例などを見ても、規制や審査の説明性を高める機能があ

る。

→ 【 参照④ 】 谷川・ 上記「 第９回資料」 別紙１、別紙２
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〇欧州PSRについて

上記の「 法的仕組み」の議論は、「 警察許可＋段階的規制」という既存の日本的は実定法の構造を前

提としたもので、思考に柔軟性を欠く きらいがある。別のアプローチによる「 継続的改善の仕組み」

として、『 欧州（ 英国） PSR』 を参照してはどうか。

→ 【 参照⑤ 】 西崎「 英国ＰＳＲの制度的特徴について」

〇「 規制のとりこ」 など

・自治体は、種々 の利害を内包し、代表する政治的存在であり、事業者に及ぼす影響力は甚大である。

両者の関係は、少なく とも、市場の倫理で規律される対等な関係ではない。自治体と事業者の関係

に規制機関が関与・ 言及すべきではないが、事業者のインセンティブ構造を理解する上で、事業者

と自治体がこのような関係にあるということは、事実として認識しておくべきである。

・ 他方、規制機関と自治体との関係は、歴史的に見て、「 規制のとりこ」 や「 安全神話」が具現化する

場として機能していた面があると考えざるを得ない。これを踏まえることなく 、両者の関係につい

て理念的に論じる（ あるべき姿があり得るものとして論じる） のは、危険であろう。
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①参照 （ 第７回会合 資料２）

事例研究

～デジタル安全保護回路の共通要因故障対策～

原子力規制庁西崎崇徳

１．本稿の目的

本稿は、原子力規制委員会「継続的な安全性向上に関する検討チーム」における

議論・検討に資することを目的として、原子力規制庁の担当スタッフの視角から過去

事例を振り返り個人の所感を記したものである1。同検討チームのこれまでの経過も

参考とした。

２．事例の概要

本稿では、過去事例の一つとして「発電用原子炉施設におけるデジタル安全保護

系の共通要因故障対策」を取り上げる2。個人の所感を述べる前に、まず、技術論の

詳細に立ち入ることを避けつつ簡単に同事例の背景と経緯を概説する。

（１）デジタル安全保護回路

安全保護回路は、運転時に異常な過渡変化又は設計基準事故が生じた場合に速

やかにこれを検知し、原子炉停止系統及び工学的安全施設を自動的に作動させる、

規則２４条所定の必置設備である。このうち、ソフトウェアを用いてその機能を作動さ

せるものをデジタル安全保護回路又はデジタル式と呼び、それ以外は便宜的にアナ

ログ式と呼ぶ。

（２）ソフトウェアに起因する共通要因故障

想定される事態に対処する上で重要な設備である安全保護回路（デジタル式を含

む。）には一の設備に生じうる偶発故障への対策として多重化
．．．
の要求があり、系統独

立した同
．
一
．
設計
．．
の安全保護回路を複数設置しなければならない。

デジタル式の場合、そのソフトウェアに未知の不具合ないし人為の不正侵入が生じ

ると機能不全に陥るおそれがある。相互に独立した複数の安全保護回路を設けてい

ても、同一
．．
の
．
ソフトウェアに起因する不具合等によりその全てが機能不全に陥ること

がある。これを、ソフトウェアに起因する共通要因故障と呼ぶ。この故障モードは古く

1個人的見解に基づくものであり、原子力規制委員会または原子力規制庁の見解を表明するもので

はない。
2詳細は、原子力規制委員会のウェブサイトを参照。
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から知られており、現行規制で既に様々な対策が要求され、実行されている。（その

詳細はここでは省略する。）

（３）内外の諸情勢

我が国では、改良型沸騰水型軽水炉の例に見られるように、デジタル安全保護回

路が原子炉施設の基本設計に組み込まれ建設当初からこれを備えるプラントが複数

ある。これらは比較的近時に建設されたものであるが、それ以前に建設されたものは

アナログ式の安全保護回路を採用している。最近は従来アナログ式であった安全保

護回路をデジタル化して取り替える事例が増えている。中には、安全保護回路の一

部の機能のみをデジタル化する事例も見られ、在来型とは異なる形態で新たなデジ

タル技術が適用されている事例がある。

海外でも同様にデジタル技術の発展やその利用拡大が進む中、国際原子力機関

（ＩＡＥＡ）は、計測制御システムの設計に関する新ガイドを策定した。その中で、ＩＡＥ

Ａは、各国の規制プラクティスには多くの差異があり国際的に統一された設計クライ

テリアは認められないとした上で、共通要因故障に関する脆弱性を完全に排除する

ことは不可能であるとして、多様性
．．．
を確保することによって共通要因故障の影響を緩

和できるようにするべきとした。

こうした中、原子力規制委員会は、本件を専門的に取り扱う検討チームを設置し、

内外の諸情勢を踏まえて共通要因故障の対策水準を再検討するよう原子力規制庁

に指示した。検討に当たっては事業者をはじめとする産業界との対話を行うよう併せ

て指示した。

（４）検討の経緯、結果

工学的見地からの検討のポイントは従来の「多重性」から「多様性」への転換であ

る。検討を開始してからすぐに、事業者ら産業界は次のように主張した。曰く、規制要

求されているデジタル安全保護回路（多重化）とは別に
．．
、アナログ式のバックアップ設

備を既に
．．
自主的に
．．．．
設けており
．．．．．
、これが多様性の要請に妥当しうる、というものである。

確かにアナログ式のバックアップ設備がソフトウェアを用いていなければそれを起因

とする共通要因故障のおそれはない。そうすると、従来の「多重性」はそのまま維持し

つつ「多様性」をも確保しうることになる。この主張をベースにその後の検討は進んだ。

次に議論となったのは、その自主的なバックアップ設備が必要な機能を保持してい

るかどうかである。それがデジタル安全保護回路と同等の機能を果たしうるものでな

ければ真に「多様性」が確保されているとは言えない。そこで事業者ら産業界は自主

的なバックアップ設備について自ら解析評価を実施し、その結果をもとに概ね
．．
同等の
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機能を果たしうると明言した。

最後に議論となったのは、この「概ね」の部分である。事業者ら産業界は、既存のバ

ックアップ設備のままでは解析評価の対象としたワーストシナリオの一部で所要の条

件を満たせないおそれがあると明らかにした上で、しかし実際にそのワーストシナリオ

に至る蓋然性は相当程度小さく、そのための追加対策は妥当性を欠くと主張した。こ

れに対して我が方は、その蓋然性は小さくとも未知の不具合ないし人為の不正侵入

には不確実性があり、仮にその事態に至れば重大な結果を招くおそれがあるシナリ

オであるから、深層防護概念の高度実践、安全裕度の更なる向上の観点からは追加

対策が著しく合理性を欠くとまでは言えず、その実施が強く推奨される旨を指摘した。

事業者ら産業界は最終的にこの指摘を受け入れ双方が共通理解に達した後、所

要の追加対策を自主的に実施することを公開会合で宣言（プレッジ）した。この結果

を原子力規制委員会に報告し、現在、事業者ら産業界は自律的な実施方針を定め計

画的に取り組んでいる由である。

３．所感、気づき

デジタル式を採用した事業者は既にアナログ式のバックアップ設備を自主的に設

けていたが、規制当局との対話を通じて、その自主設備に更なる改善点があることに

気づき、かつ、その改善を自主的に実施していく意思決定に結び付いた。事業者と規

制当局が対話することの重要性は自主的取組の範疇においても認められるとともに、

こうした取組は双方にとって新たな気づきを得る有用な機会となりうるということがで

きる。追加対策の要否に関する双方の認識は当初異なっていたが、規制当局がその

実施を強く推奨したことで事業者の認識は改められた。自主的取組の在り方につい

て規制当局が関与し、対話を通じて双方が協働することでその取組が適正着実に遂

行されうるという点に、規制当局の新たな役割の可能性を見た。3

他方で、いくつかの課題や教訓も見つけることができる。

今回のケースでは、原子力規制委員会による検討指示を発端として対話が行われ、

従来の「多重性」から「多様性」への転換がいずれ規制要求になるかもしれないという

見方が事業者ら産業界の中にあったと推認される。事業者ら産業界が自ら追加対策

を実施する旨プレッジした背景にはこうした事情、いわば規制の影
．．．．
が影響した可能性

3ＩＡＥＡ/ＩＲＲＳフォローアップミッションのチーム長、ラムジー・ジャマール氏（カナダ原子力安全委員

会上席副長官兼最高規制業務責任者）は、レビューミッション後の共同記者会見（令和2年1月21日）

で、ＮＲＡが完全に機能する独立した規制機関となるための相当な改善を達成したとする一方で産業

界との対話は不十分であると述べ、規制当局はより効果的な規制を行うために産業界が取り組んで

いる課題や改善の努力を把握し、必要があれば更なる改善を産業界に促す(pushthe industry)こ

とが重要であると指摘した。
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がある。もし対話の発端が異なっていれば、今回と同様に対話をしていても協働する

ことができたのかは定かでない4。

追加対策の要否に関する事業者の主張は対話を通じて改められたが、その変容

の過程には一考の意義がある。事業者は当初、ワーストシナリオの一部についてその

蓋然性は小さく追加対策を不要とした。双方が同じワーストシナリオを見るとき、事業

者は、規制当局と比べ、深刻な結果をもたらすシナリオでも（他のシナリオと同様に）

その蓋然性に強い意識を向け、また、蓋然性を欠く不明瞭な危険の防除に適切に目

を向けることに困難を覚えるようである。今回のケースではこの点に協働の有意義性

を見つけることができるが、逆に見れば自主的取組における協働の必要性を指摘す

る教訓と言えるのかもしれない5。

事業者ら産業界が自らプレッジした内容を適切に実行しているかをどのように監

視（モニタリング）していくか、あるいは不履行や懈怠があった場合にどのように対処

するべきかも今後の検討課題である。事業者は自主的取組には広範な内容裁量が

認められると考えるであろうが、しかしその適正着実な履行を何らかの形で一定担

保することは必要と思われる6。さりとて、自主的取組について通常の許認可や検査

のような規制権限を行使する法的基盤はないし、規制資源も無限ではない中、自主

的取組への介入の度合い・段階を増せばその分迅速性や自律性といった自主的取

組の利点は減じられる。そもそも通常と同じように規制当局が介入してくるのだとし

たら事業者は今後自主的取組をプレッジし辛くなる。相互信頼を基礎に適切な形で

間引く
．．．
ことが合理的であろうと思われる。また、自主的取組の実体的統制をどうして

いくかの他に、規制介入の正当性を確保する手続的統制の在り方も検討する必要が

あろう。

検討課題は多いが、本件が実践的な公私協働アプローチのパイロットケースにな

るように思う。＜了＞

（令和２年１１月１０日記）

4国会事故調報告書は、「今後の過酷事故対策では、・・・デジタルコンピュータの共通起因事象による

故障・・・に対し、これまでのような対症療法的（リアクティブ）ではない、先取的（プロアクティブ）な対応

が必要である。原子力規制機関においては、事業者のそのような取り組みが可及的速やかになされる

よう早急に指針類を整備し、監視する必要がある。」としている。
5国会事故調報告書は、シビアアクシデント対策（ＳＡ対策）について、「日本では、ＳＡ対策は検討開

始当初より自主対策とされてきた。・・・自主対策では、規制要件上の工学的安全設備のように高い信

頼性が、ＳＡ対策設備には求められない。・・・またその検討、整備も海外に比べて大きく遅れるものと

なった。事業者の自主的な対応であることは、事業者が電気事業連合会（電事連）を通じて、規制当局

に積極的に働きかけを行う余地を生じさせた。・・・このようにして確率は低いが壊滅的な事象を引き

起こす事故シナリオへの対応がなされていなかったのである。」としている。
6国会事故調報告書は、津波対策について、「東電の対応の遅れは保安院も認識していたが、保安院

は具体的な指示をせず、バックチェックの進捗状況も適切に管理監督していなかった。」としている。
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②参照 （ 第７回会合 資料１）

原子力規制の在り方についての問題意識

継続的な安全性向上に関する検討チーム 谷川

０．本日の議論の目標

○ 本紙は、前回検討チーム（ 令和２年12月４日） 資料中の大屋委員の意見等に着想を得

て、原子力規制の在り方に関して実務担当者として感じている問題意識の整理を試みた

ものである。

○ 本紙をたたき台として、また大屋委員からの応答もいただきながら、原子力規制の在

り方に関する諸課題について議論を深めたい。

１．中間領域の存在論

○ 従来から用いてきた規制手法として原子炉等規制法に基づく許認可規制があるが、こ

れはハードな消極的警察規制1であり、安全上必要不可欠な最低限度のレベルを基準と

して定め、許認可に際して当該基準を満たしているか否かを判断する制度であるといえ

る。

○ この規制手法に基づけば、規制機関は安全上必要不可欠な最低限度のレベルを超えた

領域には関与する権限を有していないようにも思われるところ、このような議論を背景

として基準を超えた領域への規制機関の関与は極めて謙抑的になされているのが規制実

務の実態であるように思う。

○ 他方で、許認可規制の枠内において中間領域を設け、ソフトな規制を行うことも難し

いように思う。そもそも許認可制度とは、ハザードの性質や取り得る対策が判明してい

るような一定程度確立した知見について、知見の性質に照らして必要十分な対策を要求

事項として基準に定め、事前規制として当該基準への適合性を審査するものである。こ

のため、必要十分な対策が何であるかが明らかではない未成熟・ 未確定な知見について、

（ 後から過小ないし過剰な対策であることが判明する可能性はあるものの、） 何らかの

過渡的な対策を講じつつ、知見の進展に応じて対策の軌道修正を随時行っていくような

事後的でソフトな規制は、許認可というYes/Noの二者択一を前提とする法的な仕組みに

はなじまないものと考える。

○ 以上のように考えたとき、これまでの許認可規制とは別の目的をもった別の制度とし

て、ソフトな規制を観念できないだろうか。

２．中間領域の制約条件

○ 生命・ 身体に関する影響を及ぼすこと、低頻度・ 高影響事象であること、カタストロ

フィ的であることといった原子力災害の特性を踏まえたとき、原子力はどのように規制

1 公共安全と秩序の維持（ たとえば、国民の生命、身体及び財産に対する危険の防除） を目的とする公法上の規制。規制の内容も、このよ

うな規制目的を達成するため必要最小限に限られるべきだと考えられている。国民経済の健全な発展といった「 積極目的」 の規制とは区

別される。なお、犯罪の捜査とは無関係。
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すべきといえるか。例えば、どのような知見はハードな規制が望ましく 、どのような知

見はソフトな規制が望ましいといえるか。

○ 不確実な知見へ対処する際の考え方に予防原則2というものがある。原子力規制にお

いて、得られる知見の不確実度に応じて、強めの予防原則に基づく許認可規制に加えて、

弱めの予防原則に基づくソフトな規制を行うことは許されるか。例えば、より不確実度

の高い知見への規制手法を加えることで、従来の規制制度よりも早い段階から規制を行

うことができ、予防原則の考え方に適ったより望ましい規制であるとはいえないか3。

○ ハードな規制とソフトな規制のどちらを適用するかの判断に際して、費用便益分析を

ひとつの補助線として用いることはできないだろうか4。

○ 新知見への対応を行っている間は原子力施設を停止するべきという議論がしばしばな

される5が、これは継続的な安全性向上の観点からは適切な取扱いとはいえないのでは

ないか。規制手法の選択に付随する使用停止などの補助的な措置はどのように判断して

いくべきか。

３．原子力安全の哲学と中間領域との関係

○ 中間領域の主なターゲットは、未成熟・ 未確定な知見であり、これは弱めの予防原則

に基づく弱めの対策（ 規制手法） の領域と一致するのではないか。

○ 英国ＨＳＥ6や英国ＯＮＲ7のいうTol erabl e (ALARP) regi onは、中間領域をイメージ

する上では有効なようにも思われるが、リスク情報として（ 幅があるにせよ） 数値上プ

ロットできるという意味でKnown Knownsな知見であり、中間領域の対象でないか、対象

としたとしても本質的にソフト規制が必要な領域とはいえないのではないか。

○ Known Unknownsな知見は、深層防護の考え方や安全裕度などの保守的な設計（ ハード

規制） により対応することも可能であり、ソフトな規制を用いるべきかどうかの判断に

は別の考慮要素が必要ではないか。

2 予防原則は多義的な概念であるが、最も弱い形式の予防原則（ 危険性に関する決定的な証拠が欠けていることを、対策をしない理由とし

てはならない） はほぼ万人が同意できるものである一方、最も強い形式の予防原則（ 危険性が疑われる作為・ 不作為は回避すべき） はあ

らゆる作為・ 不作為が何らか安全上のリスクを有しているという観点で機能しえないため、個別の危険性の性質や実施する対策に応じた

予防原則の議論が必要となる。
3 キャス・ サンスティーンは『 恐怖の法則:  予防原則を超えて』 （ 勁草書房、2015） において、「 予防原則が明確な指針を提示するように

見えるのだとしたら、それはただ、人間の認知と社会的影響が、特定のハザードを背景から突出して目立たせるという理由からである」

として、ある特定の（ 想起しやすい） リスクを回避するための口実として予防原則を用いることを批判しており、「 すべての規制手法に

対して、それに対応する種類の予防原則が存在する」 ものとして、「 危害の確率とその規模」 「 適切な規制手段の特定」 「 選択された手

段がもたらすリスクや費用」 を注意深く把握・ 検討した上で予防原則を適用すべきとしている（ ただし、「 潜在的にカタストロフィ的で

あって確率を割当てることができないようなリスクに人々 が直面するときには、予防原則は正当な役割を果たしうる。そのため反カタス

トロフィ原則は、規制政策において役割を果たしうる」 とも述べていることに注意。） 。
4 サンスティーンは（ 同前掲書） 、想起しやすいリスクに囚われず、リスクを客観的に捉えることを可能にするツールとして費用便益分析

を挙げるが、他方で「 費用便益分析の結果に関わらず規制は正当化できるかもしれない」 「 費用便益分析は、価値評価の問題を決して解

決するものではない」 と述べるなど、規制上の判断を決定付けるものではないことを強調している。
5 これは知見が見いだされたことにより基準に適合しない状態（ 既存不適格） に至った場合に特に顕著である。
6 The Heal th and Safety Executi ve.  産業横断的な安全衛生規制を行う英国の行政機関である。
7 The Off i ce for Nucl ear Regul ati on.  英国における原子力規制機関である。
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③ ④参照 （ 第９回会合 資料２）

1 

継続的な安全性向上に資する法的な「 仕組み」 のアイディア

継続的な安全性向上に関する検討チーム 谷川

Ⅰ．コミットメントに基づく自主的取組の監督 ２

Ⅱ．原子力規制検査の対象拡充（ 自主的取組の検査対象化） ３

Ⅲ．新知見対応時における基準・ 許可手続の一部適用除外 ４

Ⅳ．自主的取組に係る規制の一部免除制度 ５

Ⅴ．日本版バックフィットガイドラインの整備 ６

Ⅵ．規制機関の見解・ 意思表明に係る文書の体系化 ７

参考 安全性向上評価届出制度の改善の可能性について ８

別紙１ 新知見対応プロセスのフローチャート（ 提案Ⅴのイメージ① ） ９

別紙２ 規制上の手法を選択する際に考慮すべき要素の事例集 10

（ 提案Ⅴのイメージ② ）
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⑤参照

事例研究②
～英国PSRの制度的特徴について～

原子力規制庁西崎崇徳

１．本稿の目的

本稿は、原子力規制委員会「継続的な安全性向上に関する検討チーム」における

議論・検討に資することを目的として、原子力規制庁の担当スタッフの視角から英国

PSRの制度的特徴に関する基礎的知識の整理と若干の考察を試みたものである1。

同検討チームのこれまでの経過も参考とした。

２．英国PSRについて

前回会合2で、更田委員長は欧州の原子力規制システムに採り入れられている

PSR3について触れ、それは”（事業者による）自主的な取組に対する規制の介入であ
り、規制による継続的改善の強制とも言える”と指摘した。
本稿では、事例研究の一つとして英国のPSRを取り上げ、これまで検討チームで

議論してきた継続的改善の視角からその制度的特徴を概観し、基礎的知識を整理し

た。なお、ここではＰＳＲの技術的側面は可能な限り捨象し、その制度的な仕組みや継

続的改善の効用面に焦点を当てた。

（１）制度の概要

英国PSRは、最長１０年ごとに、その時点で得られる最新の知見で既往の許可状

態を改めて審査（レビュー）する制度である。EU指令4は、加盟国に対し、「権限ある

規制当局の監督下にあるライセンス保有者は、少なくても１０年ごとに、原子力施設の

安全性について体系的かつ定期的な再評価(reassessment)を実施しなければな

らない。その再評価は、最新基準への適合を保障することはもとより、経年変化や運

転経験のほか国際標準の最新知見も考慮に入れて、更なる安全向上を証明するも

のでなければならない」ことを義務付ける規制枠組みの導入を求めており、英国の

PSRはこれに合致するものと言える5。

1個人的見解に基づくものであり、原子力規制委員会または原子力規制庁の見解を表明するもので

はない。
2原子力規制委員会「継続的な安全性向上に関する検討チーム」第９回会合（令和３年３月３０日）
3Periodic Safety Review
4Council Directive 2014/87/Euratom, Article 8c-(b)項要約
5Euratom（欧州原子力共同体）はEUから独立した法人格を有する国際機関であるが、EU諸条約
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英国ＰＳＲでは、ライセンス保有者は、前回審査以降に行われた規制や基準の変更

のほか、技術及び知見の進歩、組織の構造及びリソースの変化などについて個別の

及び累積の影響を総合的に評価し、それらがどのようにアドレスされているかを安全

上の重要度に応じて説明しなければならない。また、既知のないし新たに特定された

経年劣化事象についても安全上重要な機器の状態を将来に向けて再評価するとと

もに、次のＰＳＲ実施時期を自ら定めなければならないとされている。

（２）ＰＳＲの狙い、実施方法

ＰＳＲは規制者を的（まと）とするものであってはならず、事業者自らによってリード

されなければならないこと、また、広範囲で偏見のない(open-minded)、挑戦的な

ものでなければならず、単に既存のプロセスや手順によって安全を主張するものであ

ってはならないと規定されている。

事業者はＰＳＲを通じて、潜在的な欠落や危険（potential faults and hazards）

を特定し、短期的な暫定措置と長期的な恒久措置が合理的に実行可能な限り6かつ

タイムリーに実施されることを示さなければならない。そして、それらの措置は一つの

リスク優先プログラム（arisk prioritised programme）に統合されなければなら

ないとしている7。

PSRによって特定された改善点は、PSR終了の決定日以後、原則２年以内に完全

に実施されなければならない（他に優先すべき課題がある場合は規制当局（ONR）と

の協議により変更することができる）。また、事業者は規制当局にPSRを提出する２

年前までに、PSRの実施計画・概要とタイムテーブルを規制当局に提示した上で、当

該PSRのスコープや規制当局の期待・狙いなどについて事前協議を求めることがで

きる。さらに、１年前までに重要な改善点や分析内容について特定し、規制当局から

助言や提案を受けることもできる8。

により理事会から一定の関与を受ける。英国は、Euratom条約が定める原子力技術者の域内移動の

自由や原子力問題に関するECJ（欧州司法裁判所）の裁判管轄などが”レッドライン”に抵触するとして
2020年１月末にEuratomを脱退したが、その後約１年間の移行期間を経て昨年末にEuratomとの

間でNCA（原子力協力協定）を締結した。
6英国では、（PSRに限らず許認可においても）「リスクが合理的に実行可能な限り低く」管理されてい

るかどうかで判断する原則を法律レベルで採用しており（HSWA1974）、これを満足すれば足りると

いうリジッドで画一な基準を当てはめて判断する仕組みとはなっていない。英国におけるリスク規制に

ついては、例えば、本間俊充『ICRＰ勧告及び英国ＳＡＰにおけるリスク低減の基本的考え方』にそのポ

イントがよくまとめられている。
7ONRは、危険(hazard)を”損害を生じ得るもの”、リスク(risk)を”その危険によって悪影響をうけ
る見込み”と定義して使い分けており、前者は特定し、後者は評価されるものとしている。” ”hazardが

特に大きい場合あるいは” ”riskの知見が不確実な場合は、” ”hazardに焦点を当てるとしている。
8規制当局はPSRの妥当性判断にあたってこれらの事前協議の内容に拘束されない。

- 21



3 

（３）法的な仕組み、サンクション

英国では、PSRは「LC」（license condition）に基づいて実施される。LCは、サ

イト許可を受ける際に附される条件であり、法律に基づいている。

原子力施設法9第１条は、何人も原子炉を設置し又は運転する目的でサイトを使用

するときは規制当局からサイト許可10を受けなければならないとし、同法第４条１項は、

規制当局はサイト許可を与えるときは『安全のために必要な又は望ましい条件を附さ
、、、、、

なければならない
、、、、、、、、

』と規定している11。LCには各サイトに共通して附されるものとそれ

に追加して個別に附されるものがあるが、前者は全部で３６項目あり、そのうちの一

つが”Periodic Review”（PSR）である12。
LCに違背したときは、規制当局の監督官(inspector)が「改善通告」を与えその

通告で指定する期間内に所要の是正措置をとるよう求めることができ、重大な危険

が認められる場合には「禁止通告」を与えてその通告に関連する諸活動を継続しな

いよう命じることができる13。また、規制当局はいつでも
、、、、
サイト許可を取り消すことが

できる14。

３．所感、気づき15

英国では、最長１０年ごとに最新知見を以って既に許可された内容を再審査する仕

組みが整備され、それが設置者の法的義務とされている。この義務によって設置者に

は、ひとたび最善知を駆使して許可申請の内容が可とされた後も、入手可能な最新

知見を継続的に自ら収集・分析して、”欠け”ないしより良い知見があればその内容に
応じて可及的な事後改善措置をとるという、派生的な義務が生じていると考えられる。

9Nuclear Installations Act 1965
10nuclear site license,同条2項
11傍点は筆者による。同項(b)はまた、規制当局はいつでも(at any other time) ＬＣを追加するこ

とができるとし、さらに同条５項は、規制当局はいかなるＬＣもいつでも変更し又は廃止することができ

るとしている（at any time vary or revoke any condition）。
12LC15： ”『設置者は、safety case”の定期的で体系的なレビューと再評価を行うための適切な取
り決めを作成し、実施しなければならない。その取り決めのうちONRが指定するものをONRに提出

し、承認を受けなければならない。承認を受けた取り決めは、ONRの承認を受けないで変更してはな

らない。ONRから指示された場合には、その指示で指定された時期に及びその内容でレビュー及び再

評価を実施し、その報告書をＯＮＲに提出しなければならない。』
13Energy Act 2013, Schedule 8 – ３項及び４項要約
14原子力施設法第５条１項。同法にはＬＣに違反した場合の刑罰（禁固、罰金又は併科。最高刑の軽

重は地域によって異なる。行為者処罰のほか法人重課あり）の定めもある。
15本事例研究では英国ＰＳＲの我が国への適用可能性等は検討の対象外としたが、我が国のように、

多数の原子炉を多数の事業者が様々なサイト条件下で設置している場合には、ＰＳＲを定期・悉皆的

に実施することは（エンフォースメントを含め）行政実務上相当の負担を伴うと考えられ、例えば安全

上重要なものにフォーカスする仕組みを導入するなどの工夫を併せて行う必要があろう。
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これはまた、科学技術の動態性に対して法的コントロールを及ぼす手法の一つと見

ることができる。我が国では従来、新たな知見が得られるとそれを規制に採り入れ、

既存の施設にも適用して最新知見への適合を法的に義務付ける、いわゆるバックフ

ィット制度が運用され、良好な実績を残している。常に最善知を探求し、それを実際

に適用するか否かを判断して、これら一連の行為の妥当性を主張立証する一義的な

責任を設置者に転換しているという点に、両者の違いが見られるように思う。

ＰＳＲを通じて、事業者によるそうした取組を規制当局が定期的にモニタリングし、

不十分であれば改善通告や禁止通告を与えるほか、最も厳しい場合には許可の取り

消しも行い得る。見方を変えれば、英国のサイト許可は、最善知の探究とその適用に

よる継続的な安全向上を前提条件
、、、、
とした最長１０年の時限付き許可制度であるとも

言える。我が国のような一律の運転期間の定めはないものの何らかの事由で継続的

な安全向上が十分にできない場合には、その時点で運転継続は困難ないし不可能に

なる。その意味で、英国ＰＳＲは規制による継続的改善の強制と言えよう。

このように、設置者による継続的改善の取組不足を取り締まる、いわば規制の影と

も言い得る仕組みを設ける一方で、設置者と規制当局の事前協議を行うスキームを

用意することで両者の認識の齟齬や期待外れを未然に防止する仕組みも設けている。

設置者が自ら行おうとする継続的改善の取組について、一定の時間を確保しながら

事前に規制当局と協議し、規制当局がその内容を把握して助言や指導を与えること

で両者が協働して確かな安全向上の取組を促す仕組みと言えるが、PSRないし継続

的改善が本来設置者自身によってリードされるべきものであることを踏まえれば、設

置者による自主的な取組に対する規制の介入と見ることもできよう。＜了＞

（令和３年４月２３日記）
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